
田
原
市
農
業
委
員
会
／
☎
23‐

３
５
１
９ 

　
22‐

３
８
１
７

遺
族
が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
農
業
者

年
金
基
金
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は

愛
知
み
な
み
農
業
協
同
組
合
総
務
課

☎
34‐０
３
７
３

違
反
転
用
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

　

農
地（
登
記
ま
た
は
現
況
が
田
畑
）を

耕
作
以
外
の
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
に
使

い
た
い
場
合
は
、
農
地
転
用
許
可
が
必

要
で
す
。

※
市
街
化
区
域
の
場
合
は
届
出
が
必
要

●
転
用
の
種
類

・
農
地
法
第
４
条

　
農
地
の
所
有
者
が
自
分
で
耕
作
以
外

の
使
い
方
を
す
る
場
合

・
農
地
法
第
５
条

　

農
地
の
所
有
者
以
外
の
者
が
農
地
を

買
っ
た
り
借
り
た
り
し
て
耕
作
以
外
の
使

い
方
を
す
る
場
合

●
違
反
転
用
に
対
す
る
措
置

　

手
続
き
を
せ
ず
に
農
地
転
用
を
行
う

と
違
反
転
用
行
為
と
な
り
、
是
正
の
指

導
、
工
事
停
止
の
勧
告
、
原
状
回
復
命 ▲HP

の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
保
険
料
の
国

庫
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
庫
補
助
は
、
経
営
継
承
な
ど
の
一
定

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
将
来
、
特
例
付

加
年
金
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
③

保
険
料
は
変
更
可
能

　

保
険
料
は
月
額
２
万
円（
35
歳
未
満

で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
１
万
円
）

か
ら
６
万
７
千
円
の
範
囲
で
変
更
、
途

中
で
脱
退
・
再
加
入
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ま
た
、
農
業
経
営
の
状
況
に
応

じ
て
保
険

料
を
見
直

す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
④

終
身
年
金
で
死
亡
一
時
金
あ
り

　
年
金
は
、
生
涯
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
80
歳
前
に
死
亡
し
た
場

合
に
は
、
80
歳
到
達
月
ま
で
に
受
け
取
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
金
額
を
一
時
金
と
し
て

令
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
懲
役
や
罰
金

が
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
農
地
は
周
囲
の
状
況
に
よ
って
扱
い
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
農
地
転
用
を
検
討

す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
農
業
委
員

会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

「
全
国
農
業
新
聞
」を

読
み
ま
し
ょ
う
！

　

全
国
農
業
新

聞
は
、「
見
や
す

い
」「
分
か
り
や

す
い
」紙
面
を
追

求
し
て
、
週
１

回
発
行
し
て
い
ま

す
。
農
家
の
皆
様
の
情
報
収
集
の
ツ
ー

ル
と
し
て
ぜ
ひ
ご
購
読
く
だ
さ
い
。

●
発
行　
月
４
回（
毎
週
金
曜
日
）

●
購
読
料

・
郵
送
版　
７
０
０
円
／
月

・
電
子
版　
５
０
０
円
／
月

※
郵
送
版
を
ご
契
約
の
方
は
電
子
版
も

閲
覧
で
き
ま
す
。

●
申
込

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
全
国
農
業

新
聞
Ｈ
Ｐ
か
ら

	

老
後
の
備
え
は
農
業
者
年
金

節
税
対
策
し
な
が
ら
年
金
積
立
！

●
加
入
資
格

　
次
の
３
つ
の
条
件
全
て
を
満
た
し
て
い

る
方
。

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

・
20
歳
以
上
65
歳
未
満

ポ
イ
ン
ト
①

税
制
面
で
大
き
な
優
遇
措
置
あ
り

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
家
族
の
分
も

含
め
て
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
、
所
得
税
・
住
民
税
な
ど
の
節

税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
②

政
策
支
援
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
国

庫
補
助
あ
り

　

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し
て
い

る
方
、
そ
の
方
と
家
族
経
営
協
定
を
結

ん
だ
配
偶
者
・
後
継
者
の
方
な
ど
一
定

▲HP
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